
長期履修学生制度とは、職業を有している等の事情で、通常の学生よりも１年間または１学期間に修得可能な単位
数や研究指導を受ける時間が制限されるため、大学院修士課程および博士前期課程の標準修業年限である２年間を
超えた在学をしなければ課程を修了することができないと考える者に対して、申請に基づき、大学が審査し、２年
を超え、４年以内の学期を単位とする標準修業年限を超えた在学をあらかじめ認めた上で在学し、計画的に課程を
修了することにより学位の取得を認める制度です。博士後期課程は3年を超え、6年以内の学期を単位とします。
ただし、審査の結果、認められない場合もありますので留意してください。

長期履修学生制度について

修士課程および博士前期課程（2年間）…４年まで
博士後期課程（3年間）……………………６年まで
ただし休学した場合、休学期間分は上記の在学期間に含まれません。
（休学中は半期50,000円の在籍料がかかります）

（　1　）長期履修を希望する志望者は、出願前に大学院指導予定教員と相談の上、巻末の「長期履修申請書」
を作成し、入学志願票等と一緒に提出してください。

（　2　）下記に該当する場合は、申請書と一緒に提出してください。

その他、理由が確認できる書類の提出を求める場合があります。

（　3　）入学が許可された場合、合格通知、入学金振込用紙等とともに、長期履修申請の審査結果を同封して
送付します。

在学期間の延長や短縮については、在学中 1 回に限って申請でき、認められた場合に変更できます。また
最長在学年限を超える延長は認められません。

通常の学生が標準修業年限（２年間、博士後期は 3 年間）に支払う授業料等（入学金を除く）の総額を、
長期履修学生として認められた在学期間に分割して納入してください。入学金は入学手続き時に一括納入
となります。
なお、授業料等の額が改訂された場合は、改訂後の金額を基に再計算されます。
（例）在学期間を４年として認められた場合

通常の学生　　年額612,000円×２年間＝1,224,000円（２年間総額）
長期履修学生　1,224,000円÷４年＝306,000円（年額）
　　　　　　　年額306,000円×４年＝1,224,000円（４年総額）

注１在学期間を短縮して修了することとなった場合
通常の学生が標準修業年限（２年間、博士後期は 3 年間）に支払う授業料等の総額から、長期履修学
生として在学した期間に支払った授業料等総額を減じた額を、修了しようとする学期に全額納入して
ください。

注２在学期間の延長を認められた場合
別に定められた規程により、授業料等を納入してください。

注３長期履修学生として認められた期間が満了してもなお修了できない場合
通常の学生が支払うべき授業料等の額を学期毎に納入してください。（ただし、最長在学年限を超え
て在学することはできませんので、在学期間が最長在学年限に満たない者に限ります。）

最長在学年限

（　1　）官公庁、企業等に在職している者、又は自ら事業を行なっている等フルタイムまたはフルタイムに相
当する職業についている者。

（　2　）育児、親族の介護等に従事している者で、その負担により修学に重大な影響があると学長が認めた者。
（　3　）障がい等の理由により、修学にあたって長期の計画が必要であると学長が認めた者。
（　4　）その他修学に重大な影響があると学長が認めた者。

対象者

在学期間の変更

授業料等

手続方法

在職証明書または在職が確認できる書類
障害者手帳の写し
※配慮が必要な場合は6ページの「受験上・修学上の特別な
配慮が必要な方」をご覧ください。

職業を有する場合

障害等による場合

和洋女子大学大学院（修士課程）履歴書
※は記入しないでください。

※
願書整理番号

氏　　名

生年月日 西暦　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日生

〒

〒

携帯　　　　　－　　　　－

電話　　　　　－　　　　－

電話　　　　　－　　　　－

年　　月西暦 高等学校卒業

（常勤・非常勤）

男・女

性　別
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学
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　歴

資

　
　格

現在の
勤務先名・職名

有・無

題　名

卒業論文（研究）

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月西暦

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月西暦

年　　月

年　　月

※　記入欄が足りない場合はコピーしてご記入ください。 2024年度入試

フリガナ

志望専攻

連　絡　先
現住所と同じ
場合は記入不要

いずれかの専攻
を○で囲む

人文科学研究科 修士課程
英語文学専攻
日本文学専攻
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